
第４０号議案

加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。

  令和元年６月３日提出

加東市長 安 田 正 義 

加東市条例第  号

加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例

 加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年加東市条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 別表選挙管理委員会の部選挙長の項中「１０，７００円」を「１０，８００円」に改め、

同部投票管理者の項中「１２，７００円」を「１２，８００円」に改め、同部開票管理者の

項中「１０，７００円」を「１０，８００円」に改め、同部投票立会人の項中「１０，８０

０円」を「１０，９００円」に改め、同部期日前投票管理者の項中「１１，２００円」を「１

１，３００円」に改め、同表市税等徴収員の項中「８４，０００円」を「９２，０００円」

に改め、同表納税相談員の項中「７４，０００円」を「８１，０００円」に改める。

   附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 改正後の別表市税等徴収員及び納税相談員の項の規定は、平成３１年４月１日から適用

する。

３ 改正後の別表選挙管理委員会の部の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示

される選挙から適用する。



加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正（要旨）

１ 改正理由

  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７９号）の一部

が改正されたことに伴い、同法の基準に則って規定している選挙長等の報酬を改めること

及び臨時職員等の賃金の上昇等に合わせ市税等徴収員及び納税相談員の報酬を改めること

について、所要の改正を行うものである。

２ 改正内容

(1) 選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人及び期日前投票管理者の報酬の額を

改めること。（別表関係）

(2) 市税等徴収員及び納税相談員の報酬の額を改めること。（別表関係）

３ 施行期日等 

(1) ２(1)関係 公布の日（公布の日以後に告示される選挙から適用）

(2) ２(2)関係 公布の日（平成３１年４月１日から適用）

第４０号議案 要旨



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

別表（第２条関係）

区分 報酬の額

（略） （略）

選挙管理委員

会

選挙長 １選挙 １０，７００円

（略） （略）

投票管理者 １日 １２，７００円

開票管理者 １選挙 １０，７００円

投票立会人 １日 １０，８００円

（略） （略）

期日前投票管理者１日 １１，２００円

（略） （略）

（略） （略）

市税等徴収員 月額 ８４，０００円＋５００

円×徴収件数＋過年度分徴収金

額×５パーセント＋現年度分徴

収金額×２．５パーセント

納税相談員 月額 ７４，０００円＋５０円

×相談件数

（略） （略）

別表（第２条関係）

区分 報酬の額

（略） （略）

選挙管理委員

会

選挙長 １選挙 １０，８００円

（略） （略）

投票管理者 １日 １２，８００円

開票管理者 １選挙 １０，８００円

投票立会人 １日 １０，９００円

（略） （略）

期日前投票管理者１日 １１，３００円

（略） （略）

（略） （略）

市税等徴収員 月額 ９２，０００円＋５００

円×徴収件数＋過年度分徴収金

額×５パーセント＋現年度分徴

収金額×２．５パーセント

納税相談員 月額 ８１，０００円＋５０円

×相談件数

（略） （略）
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